
（２） 合併パターン

① 都市・町村融合型（大館市・田代町・比内町）

１ 地域の概況

3市町村合わせた面積は約900㎢と広く、人口は約8万9千人となっている。中央部を米代川が貫流

し、これと支流の長木川、下内川、犀川、早口川、岩瀬川等の流域に集落を成している。また、圏

域の8割近くは林野で、3市町ともに振興山村地域に指定されており、特に北部一帯は良質な秋田杉

・特用林産物の主要産地となっている。奥羽山脈、出羽丘陵及び北部高山地帯に囲まれた積雪寒冷

地帯であり、田代町及び比内町は特別豪雪地帯にも指定されている。この2町は、人口の減少や高

齢化も著しく、過疎地域にもなっている。

鉄道は、ＪＲ奥羽線が田代町（1駅）と大館市（4駅）を花輪線が大館市（3駅）と比内町（1駅）

を走っている。道路は、国道7号線、285号線、103号線等が通り、3市町を結んでいる。また、平成

元年から本線工事に着手している大館西道路は、大館南ＩＣ・国道7号間が平成10年12月に供用開

始している。

２ 住民等の意識

（１）合併の必要性

【一般住民】

・大館市及び田代町は合併不要派が検討派を若干上回っており、特に、比内町は不要派が55％で

検討派の30％を大幅に上回っている。

【行政関係者等】

・3市町いずれも検討派が80％を超えている。「合併の必要がある」だけでも、大館市が47％、

比内町が42％と高く、田代町においても31％となっている。

（２）市町村間の親近度

【一般住民】

・大館市と田代町、大館市と比内町は相互に50％を超えている。田代町と比内町は相互に40％を



超えている。

【行政関係者等】

・3市町は、相互に80％を超えている。

３ 行政の連携

【事務の共同処理】

・当該3市町のみで、広域市町村圏組合を構成し、消防、し尿・ゴミ処理、斎場等の事務を共同

処理している。

・介護保険事務（介護認定審査会事務）についても、広域市町村圏組合で対応することとしてい

る。

【行政計画等】

・ゴミ処理広域化計画も、当該3市町のみのブロックとなっている。

・2次医療圏、老人保健福祉圏等は、鹿角市及び小坂町を含めた同一圏に属し、また、3市町とも

「米代川流域地方拠点都市地域」に該当している。

４ 生活圏

・全般的に田代町及び比内町の大館市に対する依存度が高い。

５ 行政機関等の管轄等

【主な行政機関】

・北秋田地方部に、当該3市町の区域に係る事務を分掌する組織として「大館地区総合事務所」

が置かれている。

・「大館保健所」は、当該3市町と鹿角市及び小坂町を管轄しているが、鹿角市及び小坂町に係

る事務を分掌するものとして「鹿角支所」が置かれており、3市町は本所扱いとなっている。

・「大館警察署」は、当該3市町のみを管轄している。

・県税事務所、福祉事務所及び農林事務所は、大館市及び北秋田郡町村をひとつとして管轄して

いる。

・「秋田法務局大館支局」は北鹿地域及び北秋田郡全体を管轄しているが、当該3市町のみ本支

局扱いとなっている（他の市町村は出張所扱いである。）。また、「大館職業安定所」も大館

市及び北秋田郡を管轄しているが、当該3市町のみ本所扱いとなっている。

・「大館周辺広域消防本部」は、当該3市町のみを管轄している。

【主な公共的団体】

・農協は、「あきた北農協」が当該3市町のみを管轄している。

・森林組合は、「大館比内森林組合」が大館市及び比内町を、「田代森林組合」が田代町のみを

管轄している。

・青年会議所は、「大館青年会議所」が当該3市町のみを管轄している。

・「大館商工会議所」は花矢地区以外の大館市を、「花矢商工会」は同市の旧花矢町地区のみを

管轄している。田代町及び比内町は、それぞれ町単位に商工会が設置されている。

・社会福祉協議会は、市町単位に置かれている。



６ 歴史的経緯

・昭和30年、大館市の旧上川沿村の一部の比内町への分離問題が発生している（不成立）。

・昭和42年、花矢町が大館市に編入されている。

７ その他

・大館市及び比内町は、それぞれ病院を経営している（それぞれ505床、150床）。

・平成9年、日本青年会議所は当該3市町の「大館市」構想を提言している。



② 都市移行型（五城目町・八郎潟町・井川町・飯田川町・昭和町）

１ 地域の概況

八郎湖の東側に位置し、5町合わせても面積は336㎢と比較的小さいが（その6割以上を五城目町

が占める。）、人口は4万人を超える。東部は出羽丘陵が連なり、山林も多いが、八郎湖東岸は平

坦地が続いている。

鉄道は、ＪＲ奥羽線が各町を南北に貫き、五城目町を除く4町に駅がひとつづつ設置されてい

る。これと国道7号線が併走しているほか、285号線が井川町及び五城目町を通っている。東北横断

道が既に昭和町まで北上し、同町に昭和男鹿半島ＩＣが設置されている。

２ 住民等の意識

（１）合併の必要性

【一般住民】

・井川町が、合併不要派が検討派を若干上回っているが、他の4町は、合併検討派が不要派を大

幅に上回っている。

【行政関係者等】

・5町とも、合併検討派が不要派を大幅に上回っており、五城目町及び井川町においては、合併

検討派が100％となっている。

（２）市町村間の親近度

【一般住民】

・昭和町の五城目町・八郎潟町に対する親近度及び飯田川町の五城目町・八郎潟町に対する親近

度は、いずれも30％未満であるが、それ以外の相互関係はすべて40％を超え、中でも八郎潟町

と五城目町は相互に50％を超えている。

【行政関係者等】

・飯田川町と昭和町の2町は相互に60％を超え、八郎潟町、五城目町、飯田川町及び井川町の4町

も相互に50％を超えている。



３ 行政の連携

【事務の共同処理】

・この地域は、広域市町村圏組合が設置されておらず、各事務毎に一部事務組合が設置されてい

るが、秋田市及び男鹿市と当該5町を含む周辺町村で、広域市町村圏計画の策定等を目的とし

た地方自治法に基づく協議会を設置している。

・当該5町のうち、五城目町を除く4町で消防事務組合を、五城目町及び八郎潟町を除く3町でご

み処理の組合を、八郎潟町及び井川町でし尿処理の組合を、昭和町及び飯田川町で中学校運営

の組合をそれぞれ設置している。

・八郎潟町は、若美町及び大潟村とゴミ処理組合を設置している。

・介護保険事務については、当該5町を含む南秋田郡で介護認定審査会を共同設置している。

【行政計画等】

・ゴミ処理広域化計画も、当該5町を含む南秋田郡町村と男鹿市のブロックとなっている。

・2次医療圏、老人保健福祉圏等は、秋田市、男鹿市、当該5町を含む南秋田郡及び河辺郡をひと

つとしたものになっている。

・当該5町のうちの昭和町及び飯田川町と秋田市及び天王町の4市町の間に都市計画区域がある。

４ 生活圏

・全体としては秋田市に対する依存度が高いが、買い物や通院の面では5町の相互依存の関係も

認められる。

５ 行政機関等の管轄等

【主な行政機関】

・県の出先機関のほとんどが、秋田市、男鹿市、南秋田郡及び河辺郡をひとつとして管轄してい

るが、警察署は、「五城目警察署」が当該5町と大潟村を管轄している。

・「秋田法務局五城目出張所」は当該5町を管轄している。

・消防本部は、「湖東地区消防本部」が当該5町のうち五城目町以外の4町村を管轄し、五城目町

は単独設置となっている。

【主な公共的団体】

・農協は、「あきた湖東農協」が当該5町のうち八郎潟町以外の4町を、「八郎潟町農協」は八郎

潟町のみを管轄している。

・森林組合は、「五城目町森林組合」が当該5町のうち五城目町及び八郎潟町を、「湖東森林組

合」がそれ以外の3町を管轄している。

・青年会議所は、「あきた湖東青年会議所」が当該5町のみを管轄している。

・商工会及び社会福祉協議会は、町村毎に設置されている。

６ 歴史的経緯

・昭和31年、八郎潟町の旧面潟村の一部が五城目町に編入されている。また、五城目町の旧大川

村の一部の八郎潟町への分離問題が発生している（不成立）。

・昭和32年、飯田川町は、昭和32年新市町村建設促進法に基づき井川村との合併を勧告されてい

るが、受諾していない。



・昭和17年、豊川村、大久保町及び飯田川町が合併し、昭和町が誕生したが、昭和25年には3町

村が分離し、旧大久保町だけが昭和町の名を残した。同町は、昭和30年、金足村の一部を編入

し、更に昭和31年には再び豊川村と合併している。なお、昭和31年には、秋田市の旧金足村の

一部の昭和町への分離問題も発生している（不成立）。

７ その他

・行政関係者や青年会議所によって、当該5町合併の「湖東市構想」が提唱されたことがある。

・平成9年、日本青年会議所は、秋田市、男鹿市、南秋田郡及び河辺郡を含む「秋田市」構想を

提言している。



③ 山村等地域連携型（合川町・森吉町・上小阿仁村・阿仁町）

１ 地域の概況

4町村合わせた面積は約1,000㎢と広大であるが、人口は約2万5千人と少ない。米代川の支流沿い

に平地が開けているが、全体としては山地が多く、4町とも振興山村地域に指定されている。ま

た、いずれも人口減少や高齢化が顕著で、過疎地域に指定されているほか、積雪寒冷地帯であり、

合川町を除く3町が特別豪雪地帯に指定されている。南部に、森吉山、太平山の二つの県立自然公

園を抱えるなど、観光資源に恵まれている。

鉄道は、鷹巣町と角館町を結ぶ秋田内陸線が、南北に合川町（3駅）、森吉町（4駅）及び阿仁町

（9駅）を縦貫している。道路は、秋田市への短絡道としての国道285号線が森吉町、合川町及び上

小阿仁村を、鷹巣町と県南部を結ぶ国道105号線が森吉町及び阿仁町を通っている。また、合川町

及び森吉町と鷹巣町の境付近に大館能代空港（所在地は鷹巣町）が平成10年7月に開港しており、

空港へのアクセス道路もほぼ整備されている。

２ 住民等の意識

（１）合併の必要性

【一般住民】

・森吉町を除く3町村は、合併検討派が50％を超え、不要派を大幅に上回っている。森吉町も検

討派が42％で、不要派の36％を上回っている。

【行政関係者等】

・合併検討派が森吉町で80％を超え、阿仁町、合川町及び上小阿仁村においても50％を超えてい

る。

（２）市町村間の親近度

【一般住民】

・4町村は相互に50％を超えている。なお、鷹巣町と合川町は相互に50％を超えているが、鷹巣

町と他の3町相互は40％程度に止まっている。

【行政関係者等】

・4町村は相互に70％を超えている。なお、鷹巣町の4町村に対する親近度は50％を超えている



が、森吉町の鷹巣町に対する親近度は30％台に止まっている。

３ 行政の連携

【事務の共同処理】

・当該4町村と鷹巣町で広域市町村圏組合を構成し、消防、ゴミ処理、老人福祉施設やスポーツ

施設の管理運営、工業団地導入等の幅広い事務を共同処理している。また、同じ構成 で、病院

事業を行う組合や高校の運営を行う組合を設けている。

・森吉町、合川町及び上小阿仁村の3町村のみで、火葬場及び粗大ゴミ最終処分場を運営する組

合を設けている。

・当該4町村及び鷹巣町に山本郡の二ツ井町及び藤里町が加わり、し尿処理の組合を設けている。

・当該4町村のみにより介護認定審査会を共同設置している（鷹巣町は単独対応）。

【行政計画等】

・ゴミ処理広域化計画は、当該4町村と鷹巣町によるブロックとなっている。

・2次医療圏、老人保健福祉圏等は、当該4町村と鷹巣町が同一圏に属している。

・森吉町及び阿仁町は「米代川流域地方拠点都市地域」に該当しているが、阿仁町及び上小阿仁

村は当該地域から外れている。

４ 生活圏

・買い物においては、当該4町村の大館市に対する依存度が高いが、通学や通院では、4町村間の

依存関係や4町村の鷹巣町に対する依存関係も認められる。特に通院で、鷹巣町及び森吉町に

対する他の3町村の依存度が高い。

５ 行政機関等の管轄等

【主な行政機関】

・県の出先機関のほとんどが、当該4町村と鷹巣町又はこれを越える地域を単位として管轄して

いるが、「森吉警察署」は当該4町村のみを管轄している。

・「秋田法務局大館支局森吉出張所」は森吉町、阿仁町及び上小阿仁村の3町を管轄しており、

合川町は鷹巣町とともに「鷹巣出張所」の管轄となっている。

・「鷹巣阿仁広域消防本部」は、当該4町村と鷹巣町を管轄している。

【主な公共的団体】

・農協は、「あきた北央農協」が4町村のみを管轄している（鷹巣町は単独農協）。

・森林組合は、「北秋田森林組合」が合川町及び上小阿仁村と鷹巣町を、「阿仁森吉森林組合」

が森吉町及び阿仁町を管轄している。

・青年会議所は、「阿仁鷹巣青年会議所」が当該4町村と鷹巣町を管轄している。

・商工会及び社会福祉協議会は、町村単位に置かれている。

６ 歴史的経緯

・昭和32年鷹巣町の旧七日市村の一部の森吉町への分離問題が発生している（不成立）。

・上小阿仁村は、昭和32年に新市町村建設促進法に基づき森吉町及び阿仁町との合併を勧告され

ているが、受諾しておらず、同村は明治22年の町村制施行以来合併を経験していない。



７ その他

・阿仁町が病院事業を経営しているほか（75床）、同町及び鷹巣町を含む鷹巣阿仁の5町村によ

る組合で公立米内沢総合病院を経営している（277床）。

・平成8年、各町議会ＯＢ等で構成する「鷹巣阿仁広域合併を考える会」による鷹巣町を含めた

5町村の合併を探る動きが見られた。

・平成8年、「鷹巣阿仁青年会議所」が鷹巣町を含めた5町村の住民を対象に合併に関するアンケ

ート調査を実施している。

・平成9年、日本青年会議所は鷹巣町と当該5町を含めた「鷹巣阿仁市」を提言している。



④ 町村振興型（仁賀保町・金浦町・象潟町）

１ 地域の概況

この地域は、面積が240㎢とコンパクトで、人口は約3万1千人となっている。秋田県の南西端に位

置し、南（象潟町）は山形県と接している。日本海沿岸部は暖流による温暖な気候と肥沃な土地に

恵まれ、漁業と稲作を中心とした農業が行われている。また、東部は鳥海山及びその丘陵である鳥

海高原を成している。この地域は、従来、農業等を基幹産業としていたが、ＴＤＫを中心とした電

子機器産業がいわば地場産業として定着し、地域経済に大きな影響を持つようになっており、県内

には珍しく２次産業の比率（就業者人口）が50％を超えている。

鉄道は、ＪＲ羽越本線が仁賀保町（1駅）、金浦町（1駅）及び象潟町（3駅）の海岸部を南北に

縦走し、また、国道7号線が海岸部を羽越本線と併走している。

２ 住民等の意識

（１）合併の必要性

【一般住民】

・仁賀保町・金浦町は、合併検討派がそれぞれ67％、75％と高く、象潟町も合併検討派が不要派

を上回っている。

【行政関係者等】

・象潟町は合併検討派が100％であり、仁賀保町・金浦町も80％を超えている。

（２）市町村間の親近度

【一般住民】

・仁賀保町及び金浦町のそれぞれ他の２町に対する親近度は80％を超え、象潟町の他の2町に対

する親近度も60％を超えている。

【行政関係者等】

・当該3町は、相互に70％を超えており、特に金浦町の他の2町に対する親近度は100％となって

いる。

３ 行政の連携

【事務の共同処理】

・当該3町を含む由利郡町村と本荘市の11市町村で広域市町村圏組合を構成し、し尿処理、ゴミ



処理、老人福祉施設の運営のほか、情報処理等の事務も共同処理している。

・当該3町のみで、消防事務の組合及び塵芥処理・公共下水道事務の組合を設置している。特

に、県内で公共下水道事務を共同処理しているのは当該3町のみであり、終末処理場が金浦町

に設置され、3町が下水管渠で結ばれてる。

・介護保険事務（認定審査会事務）については、仁賀保町が広域市町村圏組合に委託し、金浦町

及び象潟町は同組合で共同処理することになっており、実質的には3町とも同組合を利用する

ことになる。

【行政計画等】

・ゴミ処理広域化計画は、当該3町を含む由利郡町村と本荘市11市町村のブロックとなってい

る。

・2次医療圏、老人保健福祉圏域等も、当該3町を含む由利郡町村と本荘市をひとつとした圏域と

なっている。

４ 生活圏

・3町とも、全般的に本荘市に対する依存度が高いが、通学・通院・買物では、3町間の依存関係

も認められる。

５ 行政機関等の管轄等

【主な行政機関等】

・県の出先機関のほとんどが、当該３町を含む由利郡町村と本荘市をひとつとして管轄している

が、「象潟警察署」は、3町のみを管轄している。

・「秋田法務局本荘支局象潟出張所」は、当該3町のみを管轄している。

・「仁賀保地区消防本部」は、当該3町のみを管轄している。

【主な公共的団体等】

・農協は、「秋田しんせい農協」が当該3町を含む由利郡町村と本荘市を管轄している。

・森林組合は、「本荘由利森林組合」が当該3町を含む由利郡町村と本荘市を管轄している。

・漁協は、「秋田県南部漁協」が当該3町と本荘市、岩城町及び西目町の漁業者を組合員として

いる。

・青年会議所は、「由利本荘青年会議所」が当該3町を含む由利郡町村と本荘市を管轄している。

・商工会及び社会福祉協議会は町単位に置かれている。

６ 歴史的経緯

・金浦町は、昭和32年、新市町村建設促進法に基づき象潟町との合併を勧告されているが、これ

を受諾せず、同町は明治22年の町村制施行以来合併を経験していない。

・昭和32年、仁賀保町の旧小出村の一部の金浦町への分離問題が発生している（不成立）。

７ その他

・3町とも、水道事業のほかガス事業も経営している。

・平成11年に、合併も視野に入れた3町の担当職員レベルの研究会が設置されている。

・これまで、3町等の議会議員による合併に関する勉強会が断続的に開催されている。



・平成10年に、3町の議会に商工会から広域行政の推進を求める陳情がなされ、いずれにおいて

も採択されている。

・工業関係者により、3町に西目町を加えた「由利沿岸4町合併構想」が提唱されたことがある。

・平成9年に、象潟町が町民に対し合併に関するアンケートを実施している。

・平成9年に、日本青年会議所が本荘市及び由利郡の町を含めた「由利本荘市」構想を提言して

いる。



⑤ 広域圏発展型（横手市・増田町・平鹿町・雄物川町・大森町・十文字町・山内村・

大雄村・東成瀬村）

１ 地域の概況

横手平鹿圏域の8市町村に雄勝郡の東成瀬村を加えたこの地域の面積は約900㎢と広く、人口も11

万6千人となる。秋田県の東南端に位置し、岩手県及び宮城県と接している。東は奥羽山脈、西は

出羽丘陵、中央はこれらに挟まれた横手盆地という構成になっており、奥羽山系に源を発する成瀬

川や雄物川、横手川が地域を貫流し、特に中央部は肥沃な水田地帯が形成されている。6町村が過

疎地域に、3町村が振興山村地域に指定されているほか、冬は積雪量が多く、5町村が特別豪雪地帯

に指定されている。

鉄道はＪＲ奥羽線が横手市（2駅）、平鹿町（1駅）及び十文字町（1駅）を縦走しているほか、

北上線が横手市及び山内村（5駅）を通っている。また、国道13号線がこれと併走し、107号線が雄

物川町、平鹿町、横手市及び山内村を東西に貫き、十文字町で国道13号線と連結している342号線

が増田町及び東成瀬村を通っている。更に、東北横断自動車道（秋田自動車道）、これと横手で接

続する横手湯沢道路といった高速道路網（ＩＣは横手及び十文字）が整備されている。

２ 住民等の意識

（１）合併の必要性

【一般住民】

・合併不要派が合併検討派を上回っているのは、大雄村のみとなっている。

【行政関係者等】

・いずれの市町村においても、合併検討派が合併不要派を大幅に上回っている。



（２）市町村間の親近度

【一般住民】

・横手市と平鹿郡町村との広域合併を望むものが横手市で60％、郡全体で58％となっている。

・東成瀬村は雄勝郡に属するが、増田町及び十文字町に対する親近感はいずれも70％となって

いる。なお、湯沢市と雄勝郡町村の広域合併を望むものが雄勝郡町村全体で56％と高いが、そ

の中にあって東成瀬村は8％に止まっている。

【行政関係者等】

・横手市と平鹿郡町村との広域合併を望むものが横手市で50％、郡全体で40％となっている。

・東成瀬村の増田町及び十文字町に対する親近度はいずれも50％以上である。なお、湯沢市と

雄勝郡町村の広域合併を望むものが、雄勝郡町村全体で50％近いが、その中にあって東成瀬村

は皆無となっている。

３ 行政の連携

【事務の共同処理】

・横手市と平鹿郡7町村で広域市町村圏組合を設置している。ただし、同組合の火葬場事務につ

いては、平鹿町、雄物川町、大森町及び大雄村は関わっていない。

・雄物川町、大森町及び大雄村は火葬場事務等の組合を設置している。

・東成瀬村は、他の雄勝郡町村及び湯沢市と広域組合を設置している。

・介護保険事務（認定審査会事務）については、横手市と平鹿郡町村が、湯沢市と東成瀬村を含

む雄勝郡町村がそれぞれの広域市町村圏組合により対応することになっている。

【行政計画等】

・ゴミ処理広域化計画も、横手市と平鹿郡町村、湯沢市と東成瀬村を含む雄勝郡町村というそれ

ぞれのブロックになっている。

・2次医療圏、老人保健福祉圏等も同様である。

４ 生活圏

・平鹿郡町村の横手市に対する依存度が高い。

・東成瀬村は、通学や買い物、通院で、十文字町・増田町への依存度が高い。通院の面では湯沢

市に対する依存度も高い。

５ 行政機関等の管轄等

【主な行政機関】

・県の出先機関のほとんどが、横手平鹿圏域、湯沢雄勝圏域を単位として管轄しているが（した

がって、当該9町村の中では東成瀬村が別管轄となっている。）、「横手警察署」は横手市と

平鹿郡の増田町及び十文字町以外の町村を、「増田警察署」が増田町及び十文字町と雄勝郡の

稲川町、皆瀬村及び東成瀬村を管轄している。

・「秋田法務局横手支局」が横手市と増田町及び十文字町以外の平鹿郡の町村を、同「湯沢支

局」が増田町及び十文字町と湯沢市及び雄勝郡の町村を管轄している。

・税務署及び職業安定所は、横手平鹿、湯沢雄勝の各圏域単位の管轄となっている。

・消防本部も、横手平鹿、湯沢雄勝の各圏域単位の管轄となっている。



【主な公共的団体】

・農協は、「秋田ふるさと農協」が横手市と雄物川町を除く平鹿郡町村を、「おものがわ農協」

が雄物川町を、「こまち農協」が東成瀬村を含む雄勝郡町村（羽後町の一部除く）と 湯沢市を

管轄している。

・森林組合は、「平鹿広域森林組合」が横手市と平鹿郡町村（雄物川町の大沢地区を除く。）

を、「雄勝広域森林組合」が雄物川町の大沢地区、東成瀬村を含む雄勝郡町村（雄勝町の秋の

宮地区を除く。）及び湯沢市を管轄している。

・青年会議所は、横手市及び平鹿郡町村を「横手青年会議所」が、東成瀬村を他の雄勝郡町村及

び湯沢市とともに「湯沢青年会議所」が管轄している。

・商工会議所・商工会及び社会福祉協議会は、それぞれ市町村毎に置かれている。

６ 歴史的経緯

・横手平鹿地域は、昭和の合併がひととおり終了した後市町村間で区域の一部編入が頻繁に行わ

れており（例えば、横手市と山内村、平鹿町と大雄村・雄物川町・十文字町、雄物川町と十文

字町など）、更に他の郡等との区域の編入関係も認められる（例えば、横手市と仙南村、大雄

村と大曲市、増田町と稲川町、大雄村と羽後町、大森町と大内町など）。

・東成瀬村は、昭和32年に新市町村建設促進法に基づき増田町との合併を勧告されているが 、

これを受諾せず、同村は明治22年の町村制施行以来合併を経験していない。

７ その他

・横手青年会議所が、平成7年に「横手平鹿広域合併」を提言している。

・日本青年会議所が、平成9年に「横手平鹿市」構想を提言している。

・横手市及び大森町は、それぞれ病院を経営している（それぞれ260床、95床）。


